
2008年（平成 20 年）9月15日　

９
月
１
日
か
ら
、
月
曜
日
の
整

形
外
科
外
来
が
当
分
の
間
休
診
と

な
り
ま
す
。

※
そ
の
他
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん

問
合
せ
先

美
祢
市
立
病
院
事
務
部

（

０
８
３
７

１
７
０
０
）

９
月
か
ら
、
水
曜
日
の
整
形
外

科
外
来
の
担
当
医
師
（
山
口
大
学

医
学
部
よ
り
派
遣
）
が
谷
泰
宏
医

師
か
ら
坪
根
徹
医
師
に
変
わ
り

ま
し
た
。

問
合
せ
先

美
祢
市
立
美
東
病
院
事
務
部

（

０
８
３
９
６

０
５
１
５
）

８
月
20
日
、
社
団
法
人
霜
仁
会
の

本
間
美
祢
支
部
長
が
美
祢
市
役
所
を

訪
れ
、
村
田
市
長
に
A
E
D
（
自
動
　

体
外
式
除
細
動
器
）
を
贈
呈
さ
れ
ま

し
た
。

社
団
法
人
霜
仁
会
は
、
医
学
教
育

の
振
興
を
目
的
と
し
た
公
益
法
人
で
、

そ
の
目
的
事
業
と
し
て
、
医
療
教
育

へ
の
助
成
や
地
域
住
民
を
対
象
と
し

た
健
康
増
進
教
育
の
た
め
の
市
民
講

座
の
開
催
な
ど
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
び
、
目
に
見
え
る
形
で
の

地
域
貢
献
と
し
て
、
地
域
住
民
の
健
康
増
進
お
よ
び
生
命
の
安
全
を
図
る

た
め
、
A
E
D
を
美
祢
市
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。

市
で
は
、
寄
贈
さ
れ
た
A
E
D
を
美
祢
市
民
球
場
に
設
置
し
ま
す
。

社
団
法
人
霜
仁
会
が
A
E
D
を
寄
贈

人
生
の
節
目
の
年
を
お
祝
い
す

る
敬
老
祝
金
を
贈
り
ま
す
。
該
当

者
に
は
、
お
知
ら
せ
の
は
が
き
を

お
送
り
し
ま
す
。

受
け
取
り
の
方
法
な
ど
に
つ
い

て
は
、
は
が
き
に
よ
り
ご
案
内
し

て
い
ま
す
。

敬
老
祝
金
の
支
給
要
件

９
月
15

日
現
在
、
次
の
年
齢
に
該
当
し
、

１
年
以
上
継
続
し
て
市
内
に
居

住
し
て
い
る
人

該
当
年
齢
お
よ
び
祝
金
の
額

満
80
歳
（
傘
寿
）

１
万
円

満
88
歳
（
米
寿
）

２
万
円

る
最
も
基
本
的
な
統
計
調
査
で
す
。

９
月
の
下
旬
に
市
内
の
一
部
世

帯
に
、
調
査
員
が
調
査
票
の
配
布

に
訪
問
し
ま
す
の
で
、
調
査
の
趣

旨
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
調
査
票

に
ご
記
入
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

※
今
回
、
調
査
対
象
外
の
世
帯
に

は
、
調
査
票
は
配
布
し
ま
せ
ん
。

問
合
せ
先

市
地
域
情
報
課

（

０
８
３
７

１
１
２
８
）

麦
川
小
学
校
に
、
絵
画
の
寄
贈

が
あ
り
ま
し
た
。
美
祢
市
伊
佐
町

下
村
在
住
の
小
田
照
明
氏
が
描
か

れ
た
麦
川
の
風
景
「
ボ
タ
山
」
で

す
。
こ
の
作
品
は
２
０
０
６
年
上

野
の
森
美
術
館
「
日
本
の
美
を
描

く
展
」
で
入
選
さ
れ
た
も
の
で
、

麦
川
小
学
校
の
玄
関
に
飾
っ
て
い

ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

事
業
所
で
加
入
し
ま
せ
ん
か

こ
の
制
度
は
、
中
小
企
業
で
働

い
て
い
る
未
組
織
の
勤
労
者
の
福

祉
向
上
を
目
的
と
し
、
県
下
全
域

に
わ
た
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
共

済
制
度
で
す
。

月
々
わ
ず
か
な
掛
金
で
、
死
亡
、

障
害
、
入
院
、
住
宅
災
害
な
ど
の

不
測
の
事
態
に
対
し
て
セ
ッ
ト
で

保
障
し
、
さ
ら
に
結
婚
、
出
産
、

銀
婚
、
小
中
高
校
入
学
祝
金
も
給

付
し
ま
す
。

１
か
月
の
掛
金
は
、
１
型
４
５

０
円
、
２
型
９
０
０
円
な
ど
と
な

っ
て
い
ま
す
。

従
業
員
の
福
利
厚
生
面
を
よ
り

充
実
さ
せ
る
た
め
に
お
勧
め
し
ま

す
。な

お
、
事
業
主
が
従
業
員
の
た

め
に
共
済
掛
金
を
負
担
す
る
場
合

は
、
税
法
上
は
損
金
ま
た
は
必
要

日
　
時

10
月
１
日

、
２
日

10
時
〜
16
時

相
談
方
法

無
料
電
話
相
談

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

０
１
２
０
｜
１
６
８
｜
６
１
１
　

相
談
内
容

遺
言
、
相
続
、
各
種

契
約
、
定
款
作
成
、
内
容
証
明
、

会
計
記
帳
、
不
動
産
関
係
、
戸

籍
関
係
、
知
的
財
産
な
ど

相
談
員

山
口
県
行
政
書
士
会
の

行
政
書
士
が
相
談
に
応
じ
ま
す
　

問
合
せ
先

山
口
県
行
政
書
士
会

（

０
８
３
｜
９
２
４
｜
５
０

５
９
）

対
象
者

統
合
失
調
症
患
者
の
家

族
（
現
在
、
精
神
科
に
入
院
ま

た
は
通
院
中
の
患
者
の
家
族
）

場
　
所

美
祢
市
保
健
セ
ン
タ
ー

日
　
程

10
月
15
日

11
月
12
日

28
日

募
集
人
数

20
人
程
度

参
加
費

無
料

申
込
期
限

10
月
８
日

申
込
・
問
合
せ
先
　

宇
部
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

（

０
８
３
６

３
２
０
０
）

住
生
活
に
関
す
る
様
々
な
施
策

の
た
め
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
、
わ
が
国
の
住

宅
・
土
地
の
現
状
を
明
ら
か
に
す

満
90
歳
（
卆
寿
）

３
万
円

満
99
歳
（
白
寿
）

３
万
円

満
１
０
０
歳
以
上
　
５
万
円

問
合
せ
先

市
高
齢
障
害
課
高
齢
福
祉
係

（

０
８
３
７

１
１
３
２
）

経
費
と
し
て
算
入
で
き
ま
す
。

申
込
・
問
合
せ
先

市
商
工
労
働

課
（

０
８
３
７

５
２
２
４
）

市
美
東
総
合
支
所
経
済
課

（

０
８
３
９
６

５
０
０
６
）

市
秋
芳
総
合
支
所
経
済
課

（

０
８
３
７

１
９
０
４
）



2008年（平成20 年）9月15日

〜
雇
用
対
策
法
の
改
正
に
よ
り
、

昨
年
10
月
１
日
か
ら
外
国
人
を
雇

用
す
る
場
合
の
ル
ー
ル
が
新
し
く

な
り
ま
し
た
〜

全
て
の
事
業
主
に
外
国
人
（
特

別
永
住
者
を
除
く
）
の
雇
入
れ
と

離
職
の
際
に
、
そ
の
都
度
、
当
該

外
国
人
の
氏
名
、
在
留
資
格
な
ど

を
確
認
し
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
届

け
出
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

ま
た
、
新
規
雇
入
れ
の
場
合
の

ほ
か
、
施
行
日
前
（
平
成
19
年
９

月
30
日
以
前
）
か
ら
継
続
雇
用
し

て
い
る
外
国
人
に
つ
い
て
も
、
平

■
特
設
相
談
会
場

●
宇
部
会
場

日
　
時

10
月
４
日

９
時
〜
15
時

場
　
所

フ
ジ
グ
ラ
ン
宇
部
（
宇

「
労
働
保
険
」
と
は
、
雇
用
保

険
と
労
働
者
災
害
補
償
保
険
を
総

称
し
た
も
の
で
労
働
者
が
失
業
し

た
時
や
、
労
災
事
故
が
発
生
し
た

時
に
必
要
な
保
険
給
付
を
行
う
こ

と
に
よ
り
、
労
働
者
を
保
護
す
る

制
度
で
す
。

労
働
保
険
は
政
府
が
管
理
、
運

営
し
て
い
る
保
険
で
、
原
則
と
し

て
労
働
者
を
１
人
で
も
雇
っ
て
い

る
事
業
主
は
、
加
入
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

「
労
働
保
険
」
の
加
入
手
続
・

相
談
は
公
共
職
業
安
定
所
、
ま
た

は
労
働
基
準
監
督
署
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

部
市
明
神
町
３
｜
１
｜
１
）

●
山
口
会
場

日
　
時

10
月
４
日

10
時
〜
16
時

場
　
所

山
口
県
司
法
書
士
会
館

（
山
口
市
駅
通
り
２
｜
９
｜
15
）

●
長
門
会
場

日
　
時

10
月
４
日

10
時
〜
15
時

場
　
所

長
門
市
中
央
公
民
館

（
長
門
市
東
深
川
１
３
２
６
｜
６
）

相
談
内
容
　
不
動
産
に
関
す
る
登

記
、
会
社
・
法
人
に
関
す
る
登

記
、
訴
訟
手
続
、
多
重
債
務
、

成
年
後
見

問
合
せ
先

山
口
県
司
法
書
士
会

事
務
局
（

０
８
３
｜
９
２
４

｜
５
２
２
０
）

９
月
１
日
、
第
13
回
全
日
本
レ
デ

ィ
ー
ス
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会
（
９
月

13
日
〜
15
日
、
茨
城
県
）
に
出
場
し

た
山
口
海
響
ク
ラ
ブ
の
杉
原
　
恵
さ

ん
と
第
３
回
全
日
本
都
道
府
県
対
抗

少
年
剣
道
優
勝
大
会
（
９
月
14
日
、

大
阪
府
）
に
出
場
し
た
美
祢
剣
心
会

の
今
村
未
来
く
ん
（
大
嶺
小
６
年
）

が
市
役
所
を
訪
れ
、
村
田
市
長
に
全

国
大
会
出
場
の
報
告
を
行
い
ま
し

た
。杉

原
さ
ん
は
「
し
っ
か
り
し
た
結

果
を
残
し
て
帰
っ
て
き
た
い
」、
今

村
く
ん
は
「
山
口
県
代
表
と
し
て
恥
ず
か
し
く
な
い
試
合
が
し
た
い
」
な

ど
と
全
国
大
会
に
向
け
て
の
抱
負
を
話
し
ま
し
た
。

全
国
大
会
出
場
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

日
　
時
　
９
月
28
日

９
時
30
分
〜
（
受
付
）

10
時
〜
（
講
習
開
始
）

場
　
所

ル
ネ
ッ
サ
な
が
と

持
参
す
る
も
の
　
海
技
免
許
、
本

籍
地
記
載
の
住
民
票
１
通
、
写

真
（
４
・
５

×
３
・
５

）

２
枚
、
受
講
料

受
講
料
　

小
型
免
許
更
新
講
習
　

８
、
１
０
０
円

小
型
免
許
失
効
再
交
付
講
習

１
３
、
９
９
０
円
　

申
込
・
問
合
せ
先

関
門
海
技
免

許
セ
ン
タ
ー
（

０
８
３
｜
２

６
６
｜
４
０
２
９
）

９
月
１
日
か
ら
、
滞
納
整
理
の

促
進
と
滞
納
整
理
技
術
の
向
上
を

目
的
と
し
、
山
口
県
税
務
課
か
ら

収
納
対
策
課
に
職
員
が
派
遣
さ
れ

ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
、
収
納
対
策

課
職
員
と
共
に
滞
納
者
と
の
折
衝

や
財
産
調
査
、
差
押
な
ど
に
よ
る

滞
納
整
理
に
取
り
組
み
ま
す
。

派
遣
職
員

山
口
県
税
務
課
徴
収
対
策
班
　

寺
井
　
滋

問
合
せ
先

市
収
納
対
策
課

（

０
８
３
７

５
２
３
５
）

成
20
年
10
月
１
日
ま
で
に
、
在
留

資
格
な
ど
を
確
認
の
上
、
同
様
の

届
出
を
行
う
こ
と
が
事
業
主
に
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
サ
ー
ビ
ス
（
電
子
申
請
）
に
よ

る
届
出
も
可
能
で
す
。
ま
た
、
雇

用
保
険
の
手
続
き
の
際
、
併
せ
て

行
う
こ
と
が
可
能
で
す
。

※
届
出
を
怠
る
と
30
万
円
以
下
の

罰
金
が
課
せ
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す

問
合
せ
先

山
口
労
働
局
職
業
対

策
課
（

０
８
３
｜
９
９
５
｜

０
３
８
３
）

小
野
田
公
共
職
業
安
定
所

（

０
８
３
６

２
１
４
９
）

小
野
田
労
働
基
準
監
督
署

（

０
８
３
６

２
６
７
３
）

左から今村くん、村田市長、杉原さん

法
テ
ラ
ス
で
は
、
法
的
な
ト
ラ

ブ
ル
に
応
じ
た
、
最
も
適
切
な
機

関
・
団
体
の
情
報
を
無
料
で
提
供

し
ま
す
。
法
的
な
困
り
ご
と
は
法

テ
ラ
ス
へ
電
話
し
て
く
だ
さ
い
。

法
テ
ラ
ス
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

（

０
５
７
０
｜
０
７
８
３
７
４
）

受
付
時
間
　
平
日
９
時
〜
21
時
、

土
曜
９
時
〜
17
時
（
日
曜
・
祝

日
は
除
く
）

※
収
入
の
少
な
い
人
は
契
約
弁
護

士
・
司
法
書
士
事
務
所
で
の
無

料
法
律
相
談
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

無
料
法
律
相
談
日
（
要
予
約
）

毎
週
月
曜
日
13
・
30
〜
16
・
30

毎
週
金
曜
日
10
・
00
〜
12
・
00

予
約
・
問
合
せ
先
　
法
テ
ラ
ス
山

口
（

０
５
０
｜
３
３
８
３
｜

５
４
９
０
）


